
                                資料１ 

 

１ 地域計画策定の状況 

（１）策定対象地区数 18地区 

 

２ 地域計画策定済地区  11地区 

（１）令和 6年 4月 15日確定 3地区 

【新規】南棚塩地区、加倉地区、西台地区 

 

（２）令和 6年８月 22日確定 2地区 

【新規】北棚塩地区、酒田地区 

 

（３）令和 6年 12月 6日確定 6地区、変更 3地区 

【新規】川添地区、立野地区、樋渡牛渡地区、高瀬地区、小野田地区、 

田尻地区 

   【変更】加倉地区、南棚塩地区、酒田地区 

 

 

３ 農地中間管理事業（農地バンクとの契約） 

（１）北棚塩地区、加倉地区、酒田地区、川添地区で令和 7 年 4 月からの農地

中間管理事業による使用貸借開始に向け手続き中 

 

（２）南棚塩地区（6月契約予定）、藤橋地区（換地工区部分、7月契約予定）に 

向け、手続き準備中 

 


